






































































存在を知ってもらうことも、面接以前のかかわりとして重要だと思われる。また、ＳＣ

の他に身近な信頼できる大人の存在があることに気づかせてやることも役割の一つだ

と考えている。 

 

【子どもとの面接】 

子どもたちの来談の仕方は、大きく二つに分けられる。一つは、子ども自身が自ら相

談したいことがあって、自発的に相談に訪れる場合であり、もう一つは親や教師に勧め

られて来談する場合である。 

 前者は、自分が悩んでいる対象が明確であり、筆者の経験では相談の内容は対人関係

に関することが多いように思う。このような子どもたちとは、丁寧に話をききながら、

先述の理解の枠組みに沿って出来事の整理をしたり、そのときの本人の感情や解決のイ

メージの確認をしたりしながら進めていく。 

 後者は本人にあまり問題意識はなく、教師をはじめ周囲の者が心配していたり問題だ

と感じていたりする場合が多い。こういう場合、筆者は“先生はあなたのことで何か心

配していると思うけど思い当たることがあるか？”という問いから面接を開始する。そ

して、“そのことについてあなた自身はどう思っているのか、あなた自身は何か困って

いることがあるか？“との問いをし、本人の面接に対するニーズの確認をする。こちら

のタイプの子どもたちは面接を進めていく中で、人づきあいのし辛さ、授業が理解でき

ない、読み書き等の学習上の困難さ、衝動性からくるコントロールの困難さなど、注意

の持続の問題など発達上の困難さが予想される内容が本人に自覚されていることが分

かってくる。 

また、子どもによっては本人の発達特性に対応したカウンセリングの進め方が必要に

なる場合もある。面接は言語面接に限定せず、内容を文字や絵に視覚化して示すことや、

筆談など、本人が理解しやすく、また表現しやすいようにしてように柔軟に行っていく。

こうした面接での支援技術は、教職員とのコンサルテーションの場で共有することで、

学校生活の本人と教職員とのやり取りに活用してもらうことも多い。 

 

 

＜教職員への対応について＞ 

 

【コンサルテーション】 

 教職員からの相談の大半は、児童生徒に関するコンサルテーションである。多忙を極

める教師の日常業務に加えて児童生徒の不適応行動や問題行動への対応、また難しい保

護者への対応と、教師自身も疲弊して心理的に余裕をなくし、自身を失っておられる場

合も多い。また、子どもに密接に関わる支援員とのコンサルテーションでは、具体的に

子どもの行動をどう理解するか、どう対応するかについて詳細に情報交換をしていく。 
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こうした際のＳＣの役割は、教職員の見解と対応の実際を尊重しつつ、一方で先述のＳ

Ｃとしての見立てを提案することである。さまざまな学校の実情に沿って、学校として

支援者として、できることを一緒に検討する。 

 

【ケース会議】 

必要に応じて、教育相談や生徒指導担当、学年担当教師、管理職等も含めたケース会

議にＳＣも参加する。とりわけ中学校では教科毎に担当教師が異なるので関係職員の認

識のすりあわせを行い対応に一貫性をもつことが必要になる場合が多い。また役割の分

担を行うことで多様な支援が可能になる。特に、虐待やＤＶという家族の問題が絡む事

例では、学校全体で対応する必要があり、校内に児童生徒の支援ネットワークが体制と

して存在することが不可欠になってくる。 

 

【キーパーソンとの連携】 

外部性を持った異業種のＳＣが学校で教職員と機能的に協同できるには、教育相談担

当者あるいはそれに代わる職員との 2者間の連携も重要なポイントである。ＳＣとして

は、このようなキーパーソンとなる担当者との連携を通して学校全体のその時々の新し

い情報が得られ、またＳＣから学校へのフィードバックの橋渡しをしていただける。Ｓ

Ｃにとっては活動の要となるものである。 

 

 

＜保護者（家庭）への対応について＞ 

 

保護者からの相談も子ども同様、自らの意思で来談される方と、学校からのお勧めで

来られる方に分けられる。いずれにしてもその保護者がそのとき何に困っておられてど

うなったらいいと考えておられるのかのニーズに沿って先述の状況の分析を行い、面接

を進めていく。相談の内容は、子どもの不登校・登校しぶり・教室に入れないなどの学

校不適応に関すること、チック・物を盗るなどの習癖に関すること、落ち着きがない・

すぐにカーッとなる・集中力がない・パニック・学習の困難など発達特性に関すること、

親子関係についてなど多岐にわたる。まれに、母親自身の精神疾患、自身のＤＶ被害と

子どもへの影響への心配、自身が虐待をしそう、などが相談として持ち込まれることも

ある。 

 たとえば、ある小学校 3年生の母親は、初回面接時、宿題させるのに毎日深夜までか

かる、と親子の宿題戦争（と筆者は呼んでいる）の様子を沈うつで硬い面持ちで話され

た。状況を聞き取り、母親にも子どもにもできそうな支援の方法を提示するとその母親

はすぐに家庭で実行された。効果はすぐに現れ、“私の関わり方一つで子どもがこんな

に変わる”との感想を述べ、次々に新しい課題に母親自ら取り組み、数ヵ月後には本人 

58



がタイマーで時間を自己管理しながら母親の援助なしに宿題を済ませられるようにな

った。 

 学校臨床での保護者面接では、来談への動機付けの程度もさまざまであり、自らの意

思で専門家（機関）の面接を受ける以上に来談者のニーズに合った対応が必要になる。

上記の例のように明確な来談目的を持ってこられる場合も多いが、そうではない場合も

ある。いずれにしても、“相談に来てよかったと思っていただくには、この相談の場で

何について話ができたらいいか”という問いをＳＣから保護者に率直に投げかけて、面

接の方向付けを明確にする。学校では保護者の事情やＳＣの配置時間という現実問題も

あり、継続面接が難しい場合も多い。したがって、学校臨床においては、来談した保護

者が１回の面接で何らかの改善を実感できる具体的で短期的な目標を提案していくこ

とも、ＳＣの重要な役割としてあると考える。 

 

 

＜専門機関の紹介＞ 

 

教師やＳＣが、子どもに発達障害の可能性があると判断したとき、また医師の見立て

や医療的なケアが必要と判断した場合は保護者に専門機関への相談を勧める。こうした

提案に対して心理的な抵抗がある保護者も少なからずおられる。そのような場合は、面

接を重ねて保護者自身の子どもの問題についての受容のプロセスの変遷を注意深く確

認しながら、タイミングを見計らって提案する必要がある。こうした提案は、教師が行

うよりはＳＣが行った方が保護者は心情的に受けいれやすいようである。 

 次に、いくつかの専門機関の特色について情報提供し、また保護者の考えを確認しな

がら最良の相談先が決められるよう援助をする。相談先が決まればＳＣからの紹介状を

準備する。紹介状には、ＳＣの見立てと学校での子どもの様子（担任の先生に書いてい

ただくことが多い）を記載して、リファー先の判断に役に立ててもらえるようにしてい

る。   

 

 

＜学校におけるＤＶ被害児童生徒の発見と支援のために＞ 

 

【ＤＶ影響下にある子どもに見られる問題や症状についての知識を持つ】 

筆者の経験では、ＤＶがＤＶとして相談の話題として持ち込まれることはとても少な

い。したがって、発見のためには以下の表にあるような子どもにあらわれる問題や症状

についての知識を持っていることが重要である。 
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表 長期的な観点から見る子どもへの影響  

・怒りや攻撃行動の発言(母親に対して) 

・他人の顔色をうかがい自己が希薄になる 

・注意欠陥や学業不振 

・問題行動を起こす 

・思春期における家出と異性への関心 

・嗜癖行動やうつ状態などの精神症状出現 

・就労が続かない 

・自己意識の変性を含む人間関係障害 

   (米国 ACE: The Adverse Childhood Experience 研究) 

   

                         

表 1 「こどもに現れた問題や症状」 （複数回答） 

（Ｎ＝52） 回答数 割合（％）

父への憎悪・恐れ 18 34.6

性格・情緒の歪み 11 21.2

不登校 9 17.3

吐く・おもらし・泣く・チック 7 13.5

ノイロ－ゼ・自殺を図るなど 6 11.5

本人が暴力をふるうようになる（兄弟・友人などに） 6 11.5

無気力・無感動など 4 7.7

周りの世界を遮断する 4 7.7

生活習慣の乱れ（酒・タバコ・パチンコなど） 3 5.8

身体的徴候（発育不良など） 2 3.8

身体的外傷 2 3.8

その他 3 5.8

特になし 7 13.5

不明 4 7.7

 （東京都 『「女性に対する暴力」 調査報告書』より  ＃1 より引用） 

表から分かるように、これらの行動や症状は、学校で児童生徒に不適応や問題行動と

して見られるものと重なる。すなわち、さまざまな問題行動や不適応行動の背景にＤＶ

が隠れている可能性があるという認識を持って児童生徒に接していくことが求められ

るといえよう。 
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【学校が安全・安心な場であること】 

 すべての子どもにとって、家庭や学校生活の場が安全・安心であることは、心身の健

やかな成長のためには基盤となる。ＤＶや虐待などの暴力の影響下にある子どもにとっ

て、家庭での安全・安心感は脅かされている。したがって、このような子どもたちにと

っては尚のこと、せめて学校は安全・安心な場であることが重要になる。家庭環境は厳

しかったが、学校という他人との関係の中で得られた、安全や人の温かさ、穏やかで尊

重しあう環境での生活体験は、その後の子どもの人生を支える基礎となるだろう。次世

代への暴力による支配の連鎖を断ち切るためにも、こうした安心な生活空間と信頼でき

る第三者との出会いが不可欠になってくる。では安全・安心な場である学校とはどのよ

うな学校であるだろうか。 

 

・とりまく大人が子どものモデルとなる、信頼できる存在であること。 

・集団の秩序が保たれていること。 

・教室が温かで穏やかな雰囲気に包まれていること。  

・授業やさまざまな活動が子どもにとって分かりやすく提示され、取り組めること。 

・子どものもつ困難さに合った支援が得られていること。                                       

 

このような要素が充足されているとき、子どもにとって学校が、自己も他者も肯定で

きる安全な居場所として機能するだろう。 

 

【学校全体で対処する】 

“ＤＶ・虐待の発見には必ず『迷い』と『自信のなさ』と『ためらい』がついてまわ

るからこそ、他者の賛同は必須（『ＤＶと虐待』信田さよ子）”との知見にあるように、

子どもに対する教職員の小さな危機感が、要支援・要介入と同定されるには、関係者チ

ームの複数の目が必要になってくる。そのためにも日頃から、ケース会議等情報の共有

ができる場があることが望ましい。 

 

【子どもに暴力についての知識を与える】 

 ＤＶや虐待の影響下にある子どもは、多くの場合、晒されている環境が暴力に支配さ

れているという認識には至っていない。ＣＡＰなどの予防教育プログラムを体験して初

めて暴力の存在に気づくこともある。また、そうした体験の中で、ふり返りの記述をす

ることや語る場を与えられて初めてその子どもが抱えている暴力の問題が、明るみに出

ることもある。したがって、学校教育の中で、子どもの発達段階に応じて暴力について

の知識の提供と自己決定に基づいた表出の機会を与えていくことは、問題の発見と支援

のためには大変意義があると思われる。 
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＜スクールソーシャルワーカーの有効活用について＞ 

 

【スクールソーシャルワーカーの仕事について】  

スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）は、学校を基盤としてソーシャルワークを実

践することを仕事としています。その中で、児童・生徒、保護者と教師との営みをより

効果的なものとするための支援を行います。学校は、児童相談所や福祉事務所のように、

狭義の社会福祉を目的とした機関ではありません。しかし、教育活動が充実し学習が保

障されることは、子どもの健全育成に資するものであり、まさに福祉を充実する営みで

あるとも言えるのではないでしょうか。 

これまでも医療福祉や司法福祉などの領域では、ソーシャルワーク活動が重視され、

むしろこれらの分野がソーシャルワークの構築に大きな役割を果たしてきたという部

分があります。スクールソーシャルワーカーの活動においても、教職員と学校組織が教

育の力を十分に発揮できるよう支援するような役割が重要です。 

 

 

 

スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ） 古賀えみ子先生（社会福祉士）の寄稿 

 

 

児童・生徒に起きている、不登校、いじめ、暴力、非行、児童虐待等、問題の背景に

は、学校、家族、友人関係、地域等、周辺環境の影響を複雑に受けているものが多い。

スクールソーシャルワーカーは、問題を人と環境の不適合と捉え、影響し合うところへ

介入をして、関係性の改善を図っていく。学校の枠を超え、関係機関と連携するコーデ

ィネーター役ともなる。 

文部科学省による事業の内容は、「問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きか

け」「関係機関とのネットワークの構築、連携・調整」「学校内におけるチーム体制の構

築、支援」「保護者・教職員に対する支援・相談・情報提供」「教職員等への研修活動」

等とされている。 

 

 

＜児童・生徒への対応について＞ 

 

児童・生徒にとって、困り事を身近で相談できるおとながいる場所、日常生活で長く

時間を過ごす学校は、ＳＯＳを発信できる重要な場所となる。 

小学校の場合は、参観しやすい授業に入ったり、休み時間に子どもたちと遊んだりす

ることで存在を知ってもらう。休み時間に相談室を開放してもらうと、児童が立ち寄っ
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て様々な話をしていく。相談室のドアに紹介の掲示や、相談ボックスを活用してもらっ

ている学校もある。 

学校の廊下で、何気なくもらした話から家庭の状況を垣間見ることもあり、相談室で

よく聞くのは、両親の諍いの話である。「誰にも言わないでほしい。」と大抵言うので、

そんな時は緊急性がないことを確認して、面会の継続だけは心掛け、担任に見守りのお

願いをして、その後の様子を尋ねるようにしている。 

中学校では、問題行動や不登校の相談から本人へのかかわりが始まることが多い。 

教育相談や生徒指導の会議に参加する中で、気になる生徒を見つけ出し、紹介をしても

らうこともある。相談室で面談可能な生徒は、スクールカウンセラーのかかわりを勧め

るので、スクールソーシャルワーカーの対象は、日程調整ができなかったり、生徒が受

け入れなかったり、家庭訪問等でしか対応できない生徒となってくる。 

中学生になると、馴染みのないおとなに深刻な事情を話すことはまれなので、スクー

ルソーシャルワーカーは、生徒の直接の相談窓口とはなりにくい。相談の勧め、秘密は

守られること等、子どもの権利についての話だけをさりげなくしたり、パンフレットを

目につくところに置いたりというような、間接的な働きかけに徹する支援もある。 

 

 

＜保護者（家族）への対応について＞ 

 

児童・生徒の問題行動は、家族や家庭の状況と切り離せないものが多い。つながりに

くい保護者への対応、家庭訪問での相談がスクールソーシャルワーカーの仕事となる。

スクールソーシャルワーカーは学校関係者ではあるが、福祉職という教師とは違う立場

にあることで、支援の幅を広く持てる。家族が相談機関に足を運ばなくても、必要な情

報が届いたり、愚痴の聞き役となったり、励まし力づけたり、教師ではかかわりきれな

いところを補うことができる。 

特に、ＤＶに曝されている母親は、知人との関係が遮断されているケースもあるので、

子どもの問題行動等の理由があれば、家庭訪問を通じて、母親を支援機関につなげるこ

ともできる。精神的なダメージを受けている場合には、些細なことの判断もできずに困

っている場合もみられ、児童・生徒のこと以外の相談にも応じることもできる。母親が、

自分が悪いからと落ち込まないように支えることも重要な仕事になる。 
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＜教職員への対応について＞ 

 

スクールソーシャルワークへの理解は、先に制度化されたスクールカウンセラー事業

に比べて、まだまだ浸透していないところもある。なかなか時間が作れない現状ではあ

るが、教職員対象への研修や説明会は、欠かせない。夏休み等の比較的時間をつくり易

い時期を選ぶ、具体的事例のカンファレンスを交える、少人数に分けて何回か実施する

等の工夫で効果がみられているので、検討をお願いしている。 

学校内での相談体制づくりも検討をお願いしている。スクールソーシャルワーカーの

活動分野は広範にわたるが、主な仕事は不登校への対応とされている学校もあり、該当

しない対象にはつながらないこともある。教育相談と生徒指導が明確に分かれていると

ころでは、双方に通じる位置付けを希望する。 

ほとんどの児童・生徒は、担任や教職員にかかわってほしいと思っている。問題を担

任のみで抱えてほしくないが、できることはお願いし、黒子的な役割を心掛けている。

家族はそれほどでもないので、担任は児童・生徒、家族はスクールソーシャルワーカー

と対応の分担を提案することが多い。 

ＤＶ等のデリケートな情報については、教育相談の会議で広く報告されては困るもの

もあるので、独自の体制と検討メンバーをその都度決めていくことも大切である。その

際、養護教諭には入ってもらうようにしている。 

 

 

 

＜外部機関に関連した対応について＞ 

 

ＤＶの可能性がどこかでわかった場合、子どもの安全が第一となるので、緊急性があ

れば、市町村児童福祉部署、児童相談所への通告を学校で検討してもらう。 

スクールソーシャルワーカーは福祉関連部署の情報をたくさん持っている。地域の社

会資源について何が活用できるかを考え、コーディネーター的役割を果たす。情報を整

理し、まとめたものを提示できるし、ケース会議の開催の調整も任せてもらえれば、教

職員の負担を軽減することもできる。 

 当事者には、支援機関についての情報を届け、相談への同行も可能なことを伝えてい

る。支援機関につなぐまでが、スクールソーシャルワーカーの役目であるが、当時者は

支援機関まで、頻繁に足を運べないことも多い。パワーが無くなっている状況もあるし、

先の見通しが立たないのであきらめていたり、支援機関に行ったけれどうまく相談でき

なかったりしたケースも考えられる。連携機関等につながりにくい理由を探ることも必

要で、外部連携機関との間に入り、橋渡しをする役目を担うこともある。 
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